
        

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱 

                                        

（目的）                                    

第１条 この要綱は、生活保護法（昭和２５年法律第１１４号）に基づく生活扶助を受け

ているものが、くみ取り便所、し尿浄化槽等を水洗便所に改造しようとする場合に予算

の範囲内において補助金を交付することにより水洗便所の普及促進を図ることを目的と

する。   

（補助対象者）                                

第２条 補助金は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者で、次の各号に該当

する者に対して交付する。 

 (1)  下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規定する処理区域内において

くみ取り便所、し尿浄化槽等が設けられている建築物を所有し、かつ、居住している

者であること。 

 (2) 下水道法第１０条第１項の排水設備を設置又は改造する工事を行う者であること。 

 (3) 前２号の工事に必要な工作物の復旧工事を行う者であること。 

（補助事業）                             

第３条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助事業」という。）は次のとおりとする。 

 (1) くみ取り便所等を水洗便所に改造（タンク等の給水装置の設置を含む。）する工事 

 (2) 下水道法第１０条第１項の排水設備を設置又は改造する工事 

 (3) 前２号の工事の施工に必要な工作物の復旧工事 

２  前項第１号及び第２号の工事にあっては、１世帯につき１の便所及び排水設備に限る

ものとする。 

３ 第１項各号に掲げる補助事業の内容、費用等が、社会通念上相当であると認められな

い場合は、当該各号に掲げる補助事業には該当しない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助事業の施行に要する費用に相当する額とする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、大津市生活保護世帯水洗便所改造等補

助金交付申請書（様式第１号）を公営企業管理者に提出しなければならない。 

２  前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。         

 (1) 排水設備計画確認申請書（新設・増設・改築）の写し 

 (2) 工事見積書の写し 

 (3) 生活保護法による生活扶助である旨の福祉事務所長の証明書             

 (4) 写真（施工前の改造箇所部分） 

（決定の通知） 

第６条 公営企業管理者は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及

びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者（以下「交付 



申請者」という。）に大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付決定通知書（様式第

２号）により通知するものとする。                     

２  公営企業管理者は、補助金の交付しないことを決定したときは、速やかにその旨を交

付申請者に大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付申請棄却（却下）決定通知書

（様式第３号）により通知するものとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第７条  公営企業管理者は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変

更により特別の必要性が生じたときは補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消

し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、

補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。      

２ 公営企業管理者が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合

は、次の号のいずれかに該当する場合とする。 

（1） 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合                             

（2） 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が補助事業を遂行する

ため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費

のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことそ

の他の理由により補助事業を遂行することができない場合（補助事業者の責めに帰す

べき事情による場合を除く。）                                      

３ 公営企業管理者は、第１項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必

要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することがで

きる。                                    

（1） 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費                

(2)  補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要す

る経費                                    

４ 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付について

は、第 1 項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 

５  公営企業管理者は、第１項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者に大津 

市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付決定取消通知書（様式第４号）又は大津市生

活保護世帯水洗便所改造等補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により通知するも

のとする。                  

（補助事業の施工） 

第８条  補助事業者は、補助事業を公営企業管理者の指定する大津市下水道排水設備指定

工事店（以下「指定工事店」という。）に施工させなければならない。  

（補助事業等の内容の変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の決定について、次に掲げる変更等を行う場合は、

当該各号に定める様式で、公営企業管理者宛に申請を行い、承認を受けなければならな

い。                            



(1) 補助事業の内容の変更（補助事業の完了後における成果物の変更を含み、公営企業

管理者の定める軽微な変更を除く。）をする場合 大津市生活保護世帯水洗便所改造等

補助事業変更承認申請書（様式第６号） 

(2) 補助事業を中止する場合 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業中止（廃止）

承認申請書（様式第７号）                    

(3) 補助事業に要する経費の配分の変更（公営企業管理者の定める軽微な変更を除く。）

をする場合 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業変更承認申請書（様式第６

号） 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 変更（中止）理由書 

 (2) 工事見積書（変更）の写し 

（承認通知） 

第１０条 公営企業管理者は、前条の第 1 項第 1 号及び第 3 号の規定による承認の申請が

あった場合において、補助事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決

定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした補助事業者に、大津市生活保

護世帯水洗便所改造等補助事業変更決定通知書（様式第８号）若しくは大津市生活保護

世帯水洗便所改造等補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第９号）によ

り通知するものとする。 

２ 公営企業管理者は、前条の第１項第２号の規定による承認の申請があった場合におい

て、補助事業の中止、又は廃止する事を承認したとき又は承認しないことを決定したと

きは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした補助事業者に対して、大津市生活保護

世帯水洗便所改造等補助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第１０号）若しくは大

津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知

書（様式第１１号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む。）は、速やかに大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業実績報告書（様式第

１２号）を公営企業管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 排水設備計画確認申請書（確認済）の写し 

 (2) 排水設備工事完了届の写し 

 (3) 写真（施工中及び施工後の改造箇所部分）                 

（4） 補助事業の経費の支出に係る領収書の写し 

３ 補助事業者は、当該実績報告書等の書類の審査及び検査を受けなければならない。 

４ 公営企業管理者は、第１項の規定による実績報告を受けた場合において、前項の規定 

による審査及び検査等の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるための措置をとるべ

きことを当該補助事業者に対して指示するものとする。 



（補助金の額の確定） 

第１２条 公営企業管理者は、前条の規定による書類の審査及び検査の結果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、当該補助事業者に大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金確定通知書（様

式第１３号）により通知するものとする。 

（補助金交付の時期等） 

第１３条 補助金は、前項の規定により確定した額を補助事業の終了後に交付するものと

する。ただし、補助事業者が工事費を支払うことが困難なときその他公営企業管理者が

補助事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付

することができる。 

（補助金の交付の請求） 

第１４条 第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようと

するときは、大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付請求書（様式第１４号）を

公営企業管理者に提出しなければならない。 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第１５条 公営企業管理者は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

（1）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（2）補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (4) その他法令等又はこれに基づく公営企業管理者の処分に違反したとき。 

 ２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても 

   適用があるものとする。 

３ 公営企業管理者は、第１項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を補助

事業者に大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付決定取消通知書（様式第１５号）

により通知するものとする。                                                    

（補助金の返還）                                

第１６条 公営企業管理者は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の

当該取消しに係る部分に関しすでに、補助金が交付されているとき、又は補助事業者に

交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付され

ているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を大津市生活保護世帯水洗

便所改造等補助金返還通知書（様式第１６号）により命ずるものとする。 

（延滞金） 

第１７条 補助事業者は、第１５条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消され

た場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付 

しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき

年１４．６パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

２ 公営企業管理者は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、



補助事業者の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月 1 日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この要綱の施行日の前に廃止した大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱

（平成１９年７月１０日制定）の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の

相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

４ 当分の間、第１７条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合は、同項

の規程にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合をいう。以下

この項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その中におい

ては、当該年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合

とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月 1 日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同

年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月 1 日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、同年１月

１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）によ

り使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

附 則 



  （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、 

  同年３月３１日から施行する。 

 



様式第 1 号（第 5 条関係） 

 

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付申請書 

 

年  月  日 

（宛先） 

大津市公営企業管理者 

 

住所             

申請者 

氏名             

 

 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱第 5 条第 1 項の規定により、大

津市生活保護水洗便所改造等補助金の交付について、次のとおり申請します。 

 

補 助 年 度    年度 

補 助 事 業 の 名 称 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業 

補助事業の目的及び内容 

生活保護法に基づき生活扶助を受けている者が、く

み取り便所等を水洗便所等に改造等することによって

水洗便所の普及促進を図るものである。 

工 事 の 場 所  大津市 

既 設 便 所 の 状 況  くみ取り便所   件  ・  浄化槽   件 

工 事 内 容 排水設備計画確認書申請書のとおり 

指 定 工 事 店   

補 助 事 業 の 経 費 所 要 額  

交 付 申 請 金 額 円 

補助事業の着手予定年月日 

及 び 完 了 予 定 年 月 日  

着手       年   月   日 

完了       年   月   日 

添 付 書 類 

 

１ 排水設備計画確認書申請書の写し 

２  工事見積書の写し 

３  生活保護法による生活扶助である旨の福祉事務 

所長の証明書 

４ 写真（施工前改造箇所部分） 



様式第 6 号（第 9 条関係） 

 

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業変更承認申請書 

 

年  月  日 

（宛先） 

大津市公営企業管理者 

 

住所 

申請者 

氏名 

（複数戸対象の場合は、代表者名） 

 

     年  月  日付け      第   号で補助金の交付の決定のあった

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助金事業の変更の承認について、大津市生活保

護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱第 9 条の規定により申請します。 

 

補 助 年 度    年度 

補 助 事 業 の 名 称 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業 

工 事 の 場 所  大津市 

補助事業の変更の内容  

変 更 す る 理 由  

変 更 の 年 月 日      年  月  日 

添 付 書 類 

(1) 変更図書・変更設計書等（新設の場合） 

(2) 変更（中止）理由書 

(3) 工事見積書（変更）の写し 

(4) その他公営企業管理者が必要と認める書類 

 



様式第 12 号（第 11 条関係） 

 

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業実績報告書 

 

年  月  日 

（宛先） 

大津市公営企業管理者 

 

住所 

申請者 

氏名 

 

 

     年  月  日付け    第    号で補助金の交付の決定のあった

大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業の実績について、大津市生活保護世帯水

洗便所改造等補助金交付要綱第 11 条の規定により次のとおり報告します。 

 

補 助 年 度    年度 

補 助 事 業 の 名 称 大津市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業 

補 助 事 業 の 着 手 年 月 日 

及 び 完 了 年 月 日 

着手       年   月   日 

完了       年   月   日 

交 付 決 定 金 額 円 

補 助 金 の 既 交 付 金 額  円 

補 助 事 業 の 経 費 精 算 額 円 

排水設備確認申請確認日   年  月  日 同確認番号  

施 工 場 所 大津市 

指 定 工 事 店  

添 付 書 類 

１ 排水設備計画確認申請書の写し 

２ 排水設備工事完了届の写し 

３ 写真（工事完了後の改造箇所部分） 

以下の欄は記入しないこと。 

検 査 年 月 日   年  月  日 

     課 検査員  立会人  

 上記補助工事について検査の結果、設計図書とおりの工事を完了し、合格したことを認

めます。                    年  月  日 

課長          ㊞ 



 


